
 

既修得単位認定の申請期間延長について 

 

本学に入学する以前に他の大学、短期大学で修得した単位を、本学で修

得したものとして認定することを希望する人は、令和２年４月７日(火)ま

でに所定の書類を添えて学生部に申請するようお願いしていましたが、前

期講義開始の延長に伴い、申請期間を５月１１日（月）午後６時００分ま

で延長することになりました。 

認定を希望する人は、①「単位認定願」（本学の指定様式）に、②出身

学校の「単位修得証明書（成績証明書）」（原本で厳封したもの）と③単

位修得当時の講義内容のわかる履修要項やシラバスの写しなどを添えて、

学生部に申請してください。 

認定される単位の上限は３０単位となります。 

なお、認定された科目については本学で取得したものとみなしますので、

履修することができません。ご注意ください。 

なお、ご不明な点は、学生部までお問合せください。 

 

 

 

事務担当：三重短期大学 学生部 
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